
自動車保険付保内容(引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社) 

《相手への賠償事故》 

１． 対人賠償責任保険 

→ ご契約のお車の事故により、相手の方を死亡またはケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担された場

合に、自賠責保険などで支払われる金額を超える部分に対して保険金をお支払いする保険です。（付保

金額は「無制限」です。） 

→ 対人臨時費用保険付き（身体または生命を害された方 1名につき、15万円をお支払いするものです）。 

 

２． 対物賠償責任保険 

→ ご契約のお車の事故により、相手方のお車や物を壊し、法律上の賠償責任を負担された場合に、保険金

をお支払いする保険です。（付保金額は「無制限」です。） 

→ 自己負担額 5万円 

→ 「対物超過修理費補償特約」付です。 

  古いお車と衝突した場合など、相手方のお車の修理費が時価を超えてしまった場合、 

対物賠償責任保険で補償する時価（法律上の賠償責任額）を超えた修理費に、お客様の 

過失割合を乗じた額をお支払いし、円満示談解決につなげる特約です。 

※損害が生じた日の翌日から起算して 6ヶ月以内に修理を行った場合に限ります。 

（１事故・相手自動車１台につき５０万円を限度） 

 

《搭乗された方のお怪我》 

３． 人身傷害保険 

→ ご契約のお車に搭乗中の自動車事故により、ご自身や同乗者が死傷された場合や後遺障害を被られた場

合に保険金をお支払いする保険です。付保金額は「３０００万円」。相手が無保険車または不明の場合

も補償されます。 

 

《お車の損害》 

４． 車両保険 → 付保されておりません(補償されません) 

 

≪その他≫ 

５．   弁護士費用特約 

  自動車事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために弁護士費用または法律相談費用がかかった

場合、1事故について 1名あたり 300万円を限度に保険金をお支払いする保険です。 

  ※弁護士費用等（300万円限度）、法律相談費用（10万円限度） 

 

６．   ロードアシスト 

    事故・故障・盗難による走行不能時のレッカー搬送、故障や車両トラブルによる走行不能時の応急対応 

を行います。※脱輪引き上げ乗り上げサポートあり。 

    ●車両搬送サービス 

修理工場等までレッカー搬送を行います。1回の事故等について 15万円限度。距離では約 180kmの搬 

送が可能です。 

    ●緊急時対応サービス 

故障やバッテリー上がり等により走行不能になった場合、30分程度で対応可能な緊急対応を行います。 

    ●燃料切れ時ガソリン配達サービス 

     道路上でガス欠になった場合、ガソリンまたは経由を 10ℓお届けします。電気自動車等のガソリン・ 

経由を燃料としない車両は充電又は燃料の補充が可能な場所まで搬送します。 

    ●おクルマ故障相談サービス 

     故障や車両のトラブルでお困りの時、整備有資格者が電話でアドバイスします。 

 

☆ 事故発生時の対応 

事故サポート：0120-119-110（24時間 365日） 


